
 

子どもを取り巻く社会問題への処方箋 

子どもの貧困をめぐって 
 

豊かなはずの日本で「子どもの貧困が深刻」というニュースをよく耳にします。 

 学校歯科調査によって、健診で「治療が必要」となったのに受診していない子どもや、 

 「口腔崩壊」の子どもが存在することも明らかになっています。 

 いま子どもたちに何が起きているのでしょうか。 

歯科医師として、社会福祉法人 JOY明日への息吹理事長として、 

多くの様々な子どもたちと接してきた緒方克也さんのお話を聞いて、 

一緒に解決の糸口を探っていきましょう。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 師 
 

託児あり 

だれでも参加できます 

参加無料 

緒方 克也 さん 

 (歯科医師、社会福祉法人ＪＯＹ明日への息吹理事長) 

と き 2018年１２月１日（土）１７時～１９時 

（16時半開場） 

〒812-0016福岡市博多区博多駅南1-2-3博多駅前第一ビル8F  

TEL：092-473-5646／FAX：092-473-7182 

ところ 九州ビル５Ｆ大会議室 
（福岡市博多区博多駅南1ｰ 8ｰ 31 ※裏面の地図をご参照下さい） 

 

1947年、熊本市生まれ。神奈川歯科大学卒業後、同大学助手（麻酔学）となり、

1979年、福岡市で緒方小児歯科医院を開設(2015年まで)。2002年、社会福祉

法人 JOY明日への息吹理事長(現職)。2012年、一般社団法人日本障害者歯科

学会理事長を経て、現在は同学会顧問、神奈川歯科大学客員教授、九州歯科

大学などで臨床教授。著書に『歯科衛生士のための障害者歯科』ほか。 

後援：福岡市、北九州市、福岡県男女共同参画センター「あすばる」、福岡県保険医協会、佐賀県保険医協会、大分県保険医協会 

長崎県保険医協会、一般社団法人熊本県保険医協会、宮崎県保険医協会、鹿児島県保険医協会、沖縄県保険医協会 

山口県保険医協会、大阪府歯科保険医協会、京都府歯科保険医協会、東京歯科保険医協会、ふくおか子どもの医療を守る会 

ふくおか女性歯科医師の会、公立大学法人九州歯科大学、公立大学法人福岡県立大学、社会福祉法人福岡県社会福祉協議会 

福岡県老人福祉施設協議会、社会福祉法人JOY明日への息吹、一般社団法人福岡市歯科医師会、一般社団法人糸島歯科医師会 

一般社団法人大牟田歯科医師会、公益社団法人認知症の人と家族の会福岡県支部、NPO法人老いを支える北九州家族の会 

認知症・草の根ネットワーク、西日本新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、西日本リビング新聞社、株式会社九州医事新報社 

読売新聞西部本社、ＲＫＢ毎日放送、ＴＮＣ、ＦＢＳ福岡放送、ＴＶＱ九州放送、公益社団法人福岡県栄養士会 

公益社団法人福岡県社会福祉士会、公益社団法人福岡県作業療法協会、公益社団法人福岡医療団、株式会社西日本シティ銀行 

一般社団法人福岡県医療ソーシャルワーカー協会、一般社団法人福岡県言語聴覚士会、一般社団法人福岡県精神保健福祉士協会 

福岡県社会保障推進協議会、福岡市社会保障推進協議会、新日本婦人の会福岡県本部、福岡県民主医療機関連合会 

北九州在宅医療・介護塾、暮らしの保健室 in 若松、学校法人国際学園九州医療スポーツ専門学校（11/9現在） 



 

―緒方克也さん・市民公開講演会 ― 

子どもを取り巻く社会問題への処方箋 

子どもの貧困をめぐって 
ご参加申込用紙（FAX用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ ご返信先 FAX：０９２－４７３－７１８２ 
ＴＥＬ：092-473-5646 メール：shichiri @doc-net.or.jp  

九州ビル５Ｆ大会議室 案内図 

１２/１（土）緒方克也さん・市民公開講演会(参加無料) 

お名前：      住所地区：     ご参加人数： 名  ご職種：        

ご所属の団体など：(                               ) 

 

当日、各都道府県保険医協会の会員・会員診療所スタッフの皆様は「会員」受付へ、 

会員外の皆様は「一般」受付へお越し下さい。 

下の FAX 番号またはお電話・メールよりご参加申込ください。 

〒812-0016福岡市博多区博多駅南1-2-3博多駅前第一ビル8F  

TEL：092-473-5646／FAX：092-473-7182 

□ 託児のご希望 

（     歳   名） 

（お名前       ） 

（性別        ） 

その他   

※託児について 

①必ず事前申込が必要です。当日受付はできませんので、ご了承ください。 

②申込期限１１月２６日（月）までに必ず事前申込をお願いいたします。 

③申込期限前でも定員に達した場合は受付を終了いたします。ご了承ください。 


